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Ⅲ

鰯歴U騒

薬事法第 2条第 14項 に規定す る指定薬物及び 同法第 76条 の 4に

規定す る医療等の用途 を定める省令の一部改正について (施行通知 )

薬事法 (昭和 35年法律第 145号 。以下 「法」とい う。)第 2条第 14項
に規定する指定薬物の指定等についてはt薬事法第 2条第 14項 に規定する指

定薬物及び同法第 76条の 4に規定する医療等の用途を定める省令 (平成 19
年厚生労働省令第 14号)にて定めているところである。

今般、薬事法第 2条第 14項に規定する指定薬物及び同法第 76条の 4に規

定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 (平成 24年厚生労働

省令第 90号 )が別添のとお り平成 24年 6月 1日 に公布 されたので、貴職に

おかれては、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び

適切な指導方御配慮願いたい。

1.指定薬物 の指定

(1)新たに指定 された物質

次に掲 げる 9物質にういて、中枢神経系の興奮若 しくは抑制又は幻覚の

作用 (当 該作用 の維持又 は強化 の作用 を含む。)を有す る蓋然性が高 く、

かつ、人の身体 に使用 された場合に保健衛生上の危害が発生す るおそれが

あると認 め られた ことか ら、法第 2条第 14項に規定す る指定薬物 として

指定 した こと。

記



。 N一 (1-ア ダマンチル)-1-ペ ンチルー lH一 インダゾァルー 3

-カ ルボキサミド及びその塩類

・ N一 (1ニ アダマンチル)-1-ペ ンチルー lH一 イン ドールー3-
カルボキサ ミド及びその塩類

0 2-(エ チルアミノ)-2-(3ニ メ トキシフェニル)シクロヘキサ

ノン及びその塩類

, ナフタレンー 1-イ ル [4-(ペ ンチルオキシ)ナフ
｀
タレンー 1-イ

ル]メ タノン及びその塩類

・ ナフタレンー 1-イ ル [1‐ (ペ ン トー4-エ ンー 1-イ ル)-lH
―イン ドールー 3-イ ル]メ タノン及びその塩類

。 2-(メ チルアミノ)-1,(3,4-ジ メチルフエニル)プ ロパン

ー 1-オン及びその塩類

0 {1-[(1-メ チル ピペ リジンー 2-イ ル)メ チル]-lH― イン

ドールー 3-イ ル}(ナ アタレンー 1-イ ル)メ タノン及びその塩類

・ 2-(2-メ トキシフェニル)-1-{1-[(1-メ チル ピペ リジ

ンー 2-イ ル)メ チル]-lH― イン ドールー 3-イ ル}エ タノン及び

その塩類

0 (2-ヨ ー ドフェニル){1-[(1-メ チルピペ リジンー2-イ ル )

メチル]-lH― イン ドールー 3-イ ル}メ タノン及びその塩類

(2)指定された物質を含む物

(1)に掲げる物質のいずれかを含有する物 (た だし、元来これ らの物

質を含有する植物を除く。)は指定薬物であり、規制の対象 となること。

2.医療等の用途の規定

上記 1.に示 した物質について、法第 76条の 4に規定する医療等の用途

は次に掲げる用途であること。

(1)次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途

① 国の機関



② 地方公共団体及びその機 関

③ 学校教育法 (昭 和 22年 法律第 26号 )第 1条 に規定す る大学及び高

等専門学校並びに国立大学法人法 (平成 15年法律第 112号 )第 2条

第 4項 に規定す る大学共 同利用機 関

④ 独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 2条第 1項に規

定す る独立行政法人及び地方独立行政法人法 (平成 15年法律第 118
号)第 2条第 1項 に規定す る地方独 立行政法人

(2)法第 69条第 3項 に規定す る試験の用途

(3)法第 76条 の 6第 1項に規定す る検査の用途

(4)犯罪鑑識 の用途

(5)(1)か ら (4)ま でに掲 げる用途 のほか、厚生労働 大臣が人の身体 に

対す る危害の発生を伴 うおそれがない と認 めた用途

3.施行期 日

公布 の 日 (平成 24年 6月 1日 )か ら起算 して 30日 を経過 した 日

(平成 24年 7月 1日 )か ら施行す ること。



第 5812号平成 24年 6月 1日 金曜日

獅
重
Ｊ
Ｊ
雅
時
雅
讃

．頭
日
刊

（行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）̈

Ｑ
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
一
五
七
）

○
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に

関
す
る
政
令

（
一
五
八
）

○
工
場
立
地
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る

政
令

（
一
五
九
）

０
有
限
会
社
航
空
保
安
警
備
教
育
シ
ス
テ
ム

か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が

あ
つ
た
件

（国
家
公
安
委

一
九
）

○
保
険
業
法
第
二
百
九
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
届
出
に
関
す
る
件

（金
融
庁
四
九
）

○
保
険
業
法
第
二
百
七
十
三
条
第

一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
百
八
十
五
条
第

一
項
の
免
許
の
失
効
に
関
す
る
件
　
・

（同
五
〇
）

○

Ｏ
電
波
法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
の
総
務
大

臣
が
指
定
す
る
周
波
数
を
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件

（総
務
二
〇
三
）

○
公
証
人
法
第
七
条
ノ
ニ
第

一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
件

（法
務
三
二
五
）

○
歳
入
徴
収
官
事
務
規
程
第
四
十
六
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
分
任
歳
入
徴
収
官
を
指

定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（財
務

一
九
五
）

○
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び

施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（厚
生
労
働
三
七
九
）

○
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条

第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
日

本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
支
払
備
金

と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
の
特
例
を
定
め

る
件

（農
林
水
産

一
四
六
二
）

○
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
第
六
十

一

条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
東

日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た

・
め
の
支
払
備

金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
の
特
例
を
定

め
る
件

（同

一
四
六
一こ

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（同
．一
四
六
四
～

一
四
七
三
）

○
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
第
二
十
二
条
第

一
号
の
甲
号
港
湾
及
び
乙
号
港
湾
を
指
定

す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（国
土
交
通
六
五
五
）

○
土
地
艇
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

定
を
し
た
件

（同
六
五
六
）

○
水
路
測
量
の
実
施
に
関
す
る
件

（海
上
保
安
庁

一
三
七
）

○
海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
実
施
す
る
件

八
防
衛

一
三
五
～

一
三
八
）

〔国
会
事
項
〕

〔人
事
異
動
〕

内
閣
　
外
務
省

○

〔官
庁
報
告
〕

産

　

業
　
　
　
　
　
´

日
本
工
業
規
格

（厚
生
労
働
省

・
経
済
産
業
省
）

国
家
試
験

平
成
二
十
四
年
度
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験

実
施
公
告

（国
土
交
通
省
）

〔公諸

事

項

　

　

　

　

　

・

官
庁
　
　
　
´

大
井
口
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
、
絹
土

地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
ハ
特
別
清
算
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他

編 集 。印 刷
独立行政法人目立印刷局

>

○
薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指

定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規

定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（厚
生
労
働
九
〇
）

本
号
で
公
布
さ
れ
た

法
令
の
あ
ら
ま
し

◇
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行

期
日
を
定
め
る
政
令

（政
令
第

一
五
七
号
Ｘ
国
土
交
通

省
）　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律

（平
成
二
三
年

法
律
第

一
二
三
号
）
の

一
部
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
四

年
六
月

一
三
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

（政
令
第

一

．
五
八
号
Ｘ
国
土
交
通
省
）

一　
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一

部
改
正
関
係

１
　
津
波
防
災
地
域
づ
ぐ
り
に
関
す
る
法
律

（
一
、
三

及
び
五
に
お
い
て

「法
」
と
い
う
。）第
七
三
条
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る
土
地
の
形
質
の
変
更
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（第
二
〇
条
関

係
）

０
　
切
土
で
あ
っ
て
、
当
該
切
土
を
し
た
土
地
の
部

分
に
高
さ
が
ニ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖

（地
表
面

が
水
平
面
に
対
し
三
〇
度
を
超
え
る
角
度
を
な
す

土
地
で
硬
岩
盤

（風
化
の
著
し
い
も
の
を
除
く
。
）

以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
生
ず
る
こ

と
と
な
る
も
の

国
　
盛
土
で
あ
っ
て
、
当
該
盛
土
を
し
た
土
地
の
部

分
に
高
さ
が

一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖
を
生
ず
る

こ
と
と
な
る
も
の

日
　
切
土
及
び
盛
土
を
同
時
に
す
る
場
合
に
お
け
る

盛
土
で
あ
っ
て
、
当
該
盛
土
を
し
た
土
地
の
部
分

に
高
さ
が

一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
崖
を
生
じ
、
か
つ
、

当
該
切
土
及
び
盛
土
を
し
た
土
地
の
部
分
に
高
さ

が
ニ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖
を
生
ず
る
こ
と
と
な

る
も
の

２
　
法
第
七
三
条
第
二
項
第

一
号
の
政
令
で
定
め
る
社

会
福
祉
施
設
、
学
校
及
び
医
療
施
設
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（第
二

一
条
関
係
）

０
　
老
人
福
祉
施
設

（老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を

除
ぐ
。）
、
障
害
者
支
援
施
設
、
児
童
福
祉
施
設
（母

子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
厚
生
施
設
、
児
童
自
立

支
援
施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除

く
。
）
等
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（国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
　
国
土
交
通
省
組
織
令

（平
成
十
二
年
政
令
第

二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
三
条
第
十
二
号
中

「津
渡
災
害
警
戒
区
域
」

の
下
に

「及
び
津
波
災
害
特
別
警
戒
区
域
」を
加
え
る
。

附
　
則
　
　
　
．

こ
の
政
令
は
、
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律

附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日

（平
成
二

十
四
年
六
月
十
二
月
）
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
　
野
田
　
佳
彦

総
務
大
臣
　
川
端
　
達
夫

文
部
科
学
大
臣
　
平
野
　
博
文

厚
生
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
子

．
　

ュ
土
交
通
大
臣
　
前
日
　
武
志

工
場
立
地
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

　

御
　
璽

平
成
二
十
四
年
六
月

一
日

内
閣
総
理
大
臣
　
野
田
　
佳
彦

政
令
第
百
五
十
九
号

工
場
立
地
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

，内
閣
は
、
工
場
立
地
法

（昭
和
三
十
四
年
法
律
第
二
十

四
号
）
第
六
条
第

一
項
及
び
第
十
五
条
の
五
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

工
場
立
地
法
施
行
令

（昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
十
九

号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

〓
条
中

「又
は
地
熱
」
を

「若
し
く
は
地
熱
」
に
改

め
式
も
の
」
の
下
に

「又
は
太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る

も
の
」
を
加
え
る
。
　
　
　
．

附
　
則

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

財
務
大
臣
　
安
住
　
　
淳

厚
生
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
子

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
　
ユ副
田
　
武
志

経
済
産
業
大
臣
　
枝
野
　
幸
男

国
土
交
通
大
臣
　
前
田
　
武
志

内
閣
総
理
大
臣
　
野
田
　
佳
彦

○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
十
九
号

警
備
業
法

（昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第

二

十

三
条
第

二
項

の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
有
限
会
社
航
空

保
安
警
備
教
育
シ
ス
テ
ム
か
ら
代
表
者

の
氏
名

の
変
更
の

届
出
が
あ

っ
た

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
第

二
号

の
規
定

に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月

一
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
　
松
原
　
　
仁

一　
有
限
会
社
航
空
保
安
警
備
教
育
シ
ス
テ
ム
の
代
表
者

の
氏
名

０
　
変
更
前
の
代
表
者
の
氏
名
　
中
野
　
直
人

０
　
変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名
　
市
川
　
　
明

一
一　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
六
月

一
日

○
金
融
庁
告
示
第
四
十
九
号

ユ
ー
ラ
ー
ヘ
ル
メ
ス

・
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト

・
ア
ク
テ
ィ

エ
ン
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
よ
り
保
険
業
法

（平
成
七
年
法
律

第
百
五
号
）
第
二
百
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
（同

法
第
百
八
十
七
条
第

一
項
第

一
号
に
定
め
る
外
国
保
険
会

社
等
の
商
号
の
変
更
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
八
十

九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月

一
日金

融
庁
長
官

〓畑
中
龍
太
郎

外
国
保
険
会
社
導
つ
商
号

　
舞
ユー
カ
冽
い

。フレ
”
な
テ．
誉
】

・
　

　

　

　

ン
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

（旧
商
号
　
ユ
ー
ラ
ー

・
ヘ

動か
伝
へ．″
ルク
″
・卜″クェ

テ
イ
エ
ン
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
）

○
金
融
庁
告
示
第
五
十
号

ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン

パ
ニ
ー
が
保
険
契
約
の
全
部
に
係
る
保
険
契
約
の
移
転
を

し
た
こ
と
に
群
い
、
保
険
業
法

（平
成
七
年
法
律
第
百
五

号
）
第
二
百
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、

同
社
の
同
法
第
百
八
十
五
条
第

一
項
の
免
許
が
そ
の
効
カ

を
失
っ
た
の
で
い
同
法
第
二
百
七
十
四
条
第
四
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。
一

平
成
二
十
四‥年
六
月

一
日
　
　
　
　
　
　
．

金
融
庁
長
官
　
畑
中
龍
太
郎

Ｏ
総
務
省
告
示
第
二
百
三
号

‐
電
波
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

一
号
）
第
百

三
条
の
二
第
二
項
及
び
電
波
法
施
行
規
則

（昭
和
二
十
五

年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
五
十

一
条
の
九

の
九
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第

四
百
十
九
号

（電
波
法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
の
総
務
大

臣
が
指
定
す
る
周
波
数
を
定
め
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月

Ｔ
日

、
　

　

　

　

総
務
大
臣
　
川
端
　
達
夫

表
中

「曽
∞〓
●
こ

を

「曽
輌
〓
口
こ

に
改
め
る
。

Ｏ
法
務
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号

公
証
人
法

（明
治
四
十

一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七

条
ノ
ニ
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
公
証
人
に

電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
・。

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

法
務
大
臣
　
小
川
　
敏
夫

東
京
法
務
局
所
属
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
久
　
幸
治

東
京
法
務
局
所
属
　
　
　
　
　
　
　
　
津
熊
　
寅
雄

神
戸
地
方
法
務
局
所
属
　
　
　
　
　
　
安
達
　
嗣
雄

神
戸
地
方
法
務
局
所
属
　
　
　
　
　
　
中
村
　
昭
博

○
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
号

薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二

条
第
十
洒
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
葉
事
法
第
二
条
第
十
四

項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に

規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月

一
日

厚
生
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
子

薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物

及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等

の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び

同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定

め
る
省
令

（平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
中
第
六
十
九
号
を
第
七
十
八
号
と
し
、
第
六
十

八
号
を
第
七
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

七
十
七
　

ニ^
ー
ヨ
ー
ド
フ
ェ
ニ
ル
×
一
―
穴
一
―
メ

チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン
ー
ニ
ー
イ
ル
）
メ
チ
ル
］―
一
Ｈ
Ｉ

イ
ン
ド
ー
ル
ー
三
―
イ
ル
｝
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩

類
第

一
条
中
第
六
十
七
号
を
第
七
十
五
号
と
し
、
第
六
十

六
号
を
第
七
十
四
号
と
し
、
第
六
十
五
号
を
第
七
十
三
号

と
し
、
第
六
十
四
号
を
第
七
十

一
号
と
し
、
同
号
の
次
に

次
の

一
号
を
加
え
る
。

七
十
二
　
一
一―

（ニ
ー
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
―

一
―

｛
一
―
穴
一
―
メ
テ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン
ー
ニ
ー
イ
ル
）

メ
テ
ル
］
―

一
Ｈ
Ｉ
イ
ン
ド
ー
ル
ー
三
―
イ
ル
｝
エ

タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

第

一
条
中
第
六
十
三
号
を
第
七
十
号
と
し
、
第
五
十

一

号
か
ら
第
六
十
二
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五

十
号
を
第
五
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加

え
る
。

五
十
七
　

｛
一
―
只
一
―
メ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン
ー
ニ
ー

イ
ル
）
メ
テ
ル
］
―

一
Ｈ
Ｉ
イ
ン
ド
ー
ル
ー
三
―
イ

ル
Ｘ
ナ
フ
タ
レ
ン
ト

一
―
イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ

の
塩
類
　
・

第

一
条
中
第
四
十
九
号
を
第
五
十
五
号
と
し
、
第
四
十

八
号
を
第
五
十
四
号
と
し
い
第
四
十
七
号
を
第
五
十
二
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
十
三
　
一
一―

（メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
―

一
「
ｅ
Ｔ

四
―

ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
バ
ン
ト

一
―
オ
ン
及
び

（
号
を
第
五
十

一
号
と
し
、
第
二
十

四
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

二
十
三
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。
　
・

三
十
七
　
ナ
フ
タ
レ
ン
ー

一
―
イ
ル

［四
―

（ベ
ン
チ

ル
オ
キ
シ
）
ナ
フ
タ
レ
ン
ー

一
―
イ
ル
］
メ
タ
ノ
ン

及
び
そ
の
塩
類

二
十
八
　
ナ
フ
タ
レ
ン
ー

一
―
イ
ル
〓

―
（ベ
ン
ト
ー

四
―
エ
ン
ー

一
１
イ
ル
）
―

一
Ｈ
Ｉ
イ
ン
ド
ト
ル
ー

三
―
イ
ル
］
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

第

一
条
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第́
十
五

号
か
ら
第
二
十

一
号
ま
で
を
三
号
ず

，
繰
り
下
げ
、
第
十

四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

ワハ）。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，

十
七
　
一
一―

（エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
―
二
―

（三
―
メ
ト

キ
シ
フ
ェ
エ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩

類
第

一
条
中
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
八
号
か

第
十
二
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
、

八
　
Ｎ
卜
２

ト
ア
ダ
マ
ン
テ
ル
）
―

一
―
ペ
ン
チ
ル
ー

一
Ｈ
ト
イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル
ー
ニ
ー
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及

び
そ
の
塩
類

九
　
Ｎ
Ｆ
２

１
ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）
―

一
ド
ベ

ン
テ
ル
ー

一
Ｈ
Ｉ
イ
ン
ド
ー
ル
ー
三
１
カ
ル
ポ
キ
サ
ミ
ド
及
び

そ
の
塩
類

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
一


